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足 利 市 民 憲 章 

(昭和 45年 5月 5日制定) 

 

私たちは、自然にめぐまれ、はるかなる昔から文化がひらけていた学問のまち、産業のまち足利市

を心から愛し、より美しく、より豊かにするためにこの憲章を定めます。 

 

1.足利市は日本最古の学校のあるまちです。 

教養を深め、文化のかおり高いまちをつくり、すぐれた伝統をさらに発展させましょう。 

 

1.足利市は美しいまちです。 

めぐまれた自然を愛し、清潔で健康なまちをつくりましょう。 

 

1.足利市は善意のまちです。 

理解と信頼をもって、みんなのしあわせのためにお互いに助け合いましょう。 

 

1.足利市は希望にみちたまちです。 

明るい家庭をつくり、次代をになうこどもに誇りと希望をもたせましょう。 

 

1.足利市は伸びゆくまちです。 

しごとを愛し、みんなの創意で時代の進歩に調和した活気のあるまちをつくりましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

市 の 木 ・ 市 の 花 ・ 市 の 鳥 

(令和 3年 9月 1日制定) 

 

市の木  イ チ ョ ウ 

    本市の誇れる歴史的財産のひとつである鑁阿寺には、栃木県指定天然記念物に指定されてい 

る大イチョウがある。また、史跡足利学校や市内の神社、街路樹、公園などにも広く植えられ、 

市民からも親しみのある木である。 

 

市の花  フ ジ 

    世界一の大藤として市内外の多くの方が訪れるあしかがフラワーパークには、栃木県指定天 

然記念物に指定されているフジがある。また、市内の社寺や公園などにも植えられ、市民から 

も広く認知されている花である。 

 

市の鳥  カ ル ガ モ  

   本市の文化・歴史施設である史跡足利学校や鑁阿寺のお堀、自然豊かな渡良瀬川をはじめと 

する市内の川にも生息している。また、ヒナを連れて歩く姿は毎年話題となり、市民に愛され 

ている鳥である。 
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